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）

中

村

和

夫

は

じ

め

に

現
在
、
「日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
革
と
い
う
九
〇
年
代
の
新
た
な
潮
流
の
な
か
で
、
賃
金
処
遇
制
度
を
め

ぐ

っ
て
も
大
き
な
変
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
賃
金
処
遇
制
度
は
、
戦
後
の
復
興
期
、
高
度
経
済
成
長
期
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ツ
ク

以
後
の
安
定
成
長
期
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
そ
の
内
容
を
変
化
さ
せ
て
き
た
。　
一
九
九
〇
年
以
降
、
わ
が
国
の
労
働
市

場
は
、
急
速
な
高
齢
社
会
の
進
展
、
女
子
労
働
者
の
増
大
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
基
軸
と
す
る
技
術
革
新
の
展
開
、
企
業
経
営
の
国
際
化
、

労
働
者
の
職
業
意
識
の
多
様
化
な
ど
の
要
因
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
お
り
、
こ
う
し
た
環
境
の
も
と
で
、
人
事
雇
用

シ
ス
テ
ム
は
戦
略
的
な
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
即
応
す
る
賃
金
処
遇
制
度
の
再
編
が
、
大
き
な
論
議
を

呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
賃
金
処
遇
制
度
を
め
ぐ
る
新
た
な
動
向
は
、
成
果
主
義
賃
金
制
度
の
登
場
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
が
、
ア」
の
よ
う
な
成
果
主
義
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賃
金
制
度
が
導
入
さ
れ
る
契
機
と
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
な
人
事
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
転
換
と
い
う
背
景
に
加
え
て
、
．バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後

の
賃
金
コ
ス
ト
圧
縮
の
必
要
性
の
増
大
、
企
業
の
国
際
間
競
争
の
激
化
に
よ
る
効
率
的
な
賃
金
制
度
の
必
要
性
、
団
塊
の
世
代
の
処
遇
の

困
難
性
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
成
果
主
義
賃
金
制
度
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
雇
用
に
お
け

る
特
色
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
従
業
員
の
終
身
雇
用
制
度
や
年
功
的
処
遇
が
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
成
果
主
義
賃
金
制
度
の
導
入
と
軌
を

一
に
す
る
よ
う
に
、
退
職
金
制
度
の
見
直
し
の
取
り
組
み
も
行
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
退
職
金
制
度
は
、
わ
が
国
企
業
に
お
い
て
ま
さ
に
終
身
雇
用
制
度
や
年
功
的
処
遇
の
象
徴
的
役
割
を
演

じ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
退
職
金
制
度
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
終
身

雇
用
の
期
待
の
も
と
で
労
働
し
て
き
た
中
高
年
労
働
者
に
と
っ
て
は
退
職
後
の
生
活
そ
れ
自
体
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
問

題
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
っ
）そ

う
し
た
意
識
に
立
ち
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
退
職
金
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
法
理
論
を
整
理
し
な
が
ら
、

新
た
な
退
職
金
制
度
の
導
入
が
ど
の
よ
う
な
法
的
問
題
を
生
じ
せ
し
め
る
の
か
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

一　
退
職
金
の
歴
史
的
沿
革

は
じ
め
に
、
簡
単
に
退
職
金
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
退
職
金
の
歴
史
を
遡
る
と
、
中
世
商
入
社
会
の

「暖
簾
分
け
」
に
到
る
と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
明
治
期
に
お
け
る
労
働
者
移
動
の
阻
止
を
目
的
と
す
る
強
制
貯
金
制
度
や
労
使
拠
出
に
よ

る
共
済
組
合
に
よ
る
退
職
給
付
な
ど
を
経
て
、
第

一
次
大
戦
後
、
労
働
組
合
の
中
心
課
題
の

一
つ
と
し
て
解
雇

・
退
職
制
度
の
確
立
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
大
企
業
で
退
職
金
制
度
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
大
企
業
の

退
職
金
に
は
、
長
期
勤
続
奨
励
を
企
図
し
た
恩
恵
的
報
償
給
付
と
し
て
の
沿
革
と
失
業
保
険
に
代
る
解
雇
手
当
と
し
て
の
沿
革
が
見
ら
れ
、



前
者
は
、
優
良
労
働
者
の
確
保

・
定
着
化
、
労
働
意
欲
の
向
上
促
進
と
い
う
機
能
を
果
た
し
、
後
者
は
、
不
要
人
員
の
排
除

ｏ
雇
用
調
整

機
能
の
形
成
を
果
た
し
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
嗜
）さ

ら
に
、
昭
和
初
期
に
な
っ
て
大
企
業
の
現
業
労
働
者
ま
で
退
職
金
制
度
が
普
及
を
み

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
退
職
金
制
度
の

一
定
の
普
及
を
背
景
と
し
つ
つ
、
失
業
保
険
の
代
替
と
し
て
、
一
九
二
六
年
「退
職
積
立

金
及
退
職
手
営
法
」
２

九
二
七
年
施
行
）
が
成
立
さ
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
戦
時
下
で
統
合
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
戦

前
の
退
職
金
制
度
は
、
企
業
社
会
に
お
い
て
拡
が
り
を
み
せ
た
も
の
の
、
制
度
そ
れ
自
体
は
な
お
未
成
熟
状
態
で
戦
後
に
引
き
つ
が
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

戦
後
の
民
主
化
政
策
の
も
と
で
、
労
働
組
合
の
結
成
が
容
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
組
織
形
態
は
企
業
内
組
合
が

一
般
化
し
た
こ
と
も
あ
り
、

と
く
に
組
合
活
動
方
針
と
し
て
終
身
雇
用
な
ら
び
に
定
年
後
の
生
活
保
障
要
求
が
高
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
急
速
に

退
職
金
制
度
が
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
退
職
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
経
営
側
は
、
「功
労
報
償
」
的
性
格
で
あ

る
と
い
う
主
張
を
し
た
の
に
対
し
て
、
労
働
側
は
、
「賃
金
後
払
い
説
」
や

「生
活
保
障
説
」
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ

う
な
労
使
の
理
解
の
相
違
は
あ
っ
た
も
の
の
、
と
も
か
く
も

一
般
的
に
定
着
を
見
た
退
職
金
制
度
は
、
労
働
協
約
や
就
業
規
則
に
お
い
て

規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
退
職
金
の
支
給
基
準
や
支
給
条
件
な
ど
が
明
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の
権
利
性
が
承
認
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
結
果
、
退
職
金
の
算
定
に
あ
た
っ
て
使
用
者
の
恣
意
的
運
用
は
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
業

員
全
員
に
客
観
的
に
退
職
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
他
面
、
算
定
基
礎
額
に
乗
せ
ら
れ
る
支
給
率
が
勤
続
年
数
に
累
進
比
例

す
る
こ
と
や
、
退
職
事
由
別
に
支
給
係
数
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
る
等
、
戦
前
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
功
労
報
償
性
を

（６
）

払
拭
し
き
れ
な
い
性
格
も
帯
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
戦
後
わ
が
国
企
業
社
会
に
お
い
て
、
基
本
給
を
算
定
基
礎
額
と
し
て
、
勤
続
年
数
別
支
給
率

・
離
退
職
事
由
別
支
給
係
数

を
算
定
基
準
と
す
る
、
算
定
構
造
を
も
つ
退
職
金
制
度
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
算
定
構
造
か
ら
、
高
度
経
済
成

退
職
金
を
め
ぐ
る
法
的
問
題

二
三
九
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長
の
な
か
で
は
退
職
金
支
給
率
が
必
然
的
に
高
ま
り
そ
の
費
用
の
持
続
的
増
大
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
企
業
は
、
算
定
基
礎

額
の
基
本
給
を
分
化
す
る
等
の
対
策
も
と
ら
ぎ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
五
九
年
に
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
が
制
定
さ
れ
、
中

小
企
業
に
お
い
て
も
退
職
金
制
度
の
普
及
が
促
進
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
大
企
業
を
中
心
と
し
て

一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
退
職
年
金
制
度

が
運
用
さ
れ
は
じ
め
、
大
幅
な
普
及
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
一
九
五
二
年
に
は
、
退
職
金
に
対
し
て
法
人
税
法
改
正
に
よ
り
退

職
金
引
当
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
企
業
の
退
職
金
制
度
導
入
に
さ
ら
に
弾
み
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
退
職
金
制
度
の
動
向

前
述
し
て
き
た
よ
う
に
わ
が
国
の
退
職
金
制
度
は
、
そ
の
算
定
構
造
か
ら
、
懲
戒
解
雇
の
場
合
に
退
職
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
が

一
般

的
で
あ
る
こ
と
か
ら
従
業
員
の
規
律
維
持
の
効
果
を
持
ち
、
ま
た
、
若
年
時
に
お
け
る
自
己
都
合
退
職
を
抑
制
し
、
企
業
の
希
望
退
職
募

集
な
ど
人
員
整
理
手
段
の
行
使
を
抑
制
し
、
定
年
ま
で
の
勤
続
を
促
し
、
同
時
に
労
働
者
の
退
職
を
円
滑
に
進
め
る
効
果
を
有
す
る
も
の

と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
、
現
在
、
退
職
金
制
度
は
、
わ
が
国
企
業
に
お
い
て
人
事
雇
用
シ
ス
テ
ム
の

一
環
と
し
て
大
き
な
機
能
を
果
た
す

も
の
と
し
て
、
広
範
な
定
着
を
見
て
い
る
。

中
労
委
の
調
査
に
よ
れ
ば
ｊ
ざ
職
金
制
度
に
つ
い
て
退
職

一
時
金
制
度
と
退
職
年
金
制
度
の
併
用
と
答
え
た
企
業
が
九
二
・七
％
と
最
も

多
く
、
定
年
退
職
者
の

一
人
平
均
退
職
金
支
給
額
は
、
一
八
六
二
万
九
千
円
で
あ
る
。
他
面
、
退
職

一
時
金
算
定
基
礎
給
ま
た
は
支
給
率
の

一
方
を
固
定
す
る
な
ど
の
方
法
で
増
額
を
抑
制
し
て
い
る
企
業
が
四

一
上
ハ
％
あ
り
、
一
定
年
齢
ま
た
は

一
定
勤
続
年
数
で
退
職
金
を
固
定

し
て
い
る
企
業
が
二
八
・五
％
あ
り
、
約
七
割
の
企
業
が
退
職
金
の
増
加
額
を
何
ら
か
の
形
で
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。



こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
退
職
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
基
本
給
を
基
礎
額
と
す
る
関
係
か
ら
、
賃
金
水
準
の
向
上
か
ら
退
職
金
支
給

額
が
上
昇
し
、
企
業
の
退
職
金
支
払
い
の
負
担
増
を
招
い
て
い
る
こ
と
や
、
今
後
団
塊
の
世
代
の
高
齢
化
に
よ
っ
て
退
職
金
支
給
対
象
者

の
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
成
果
主
義
賃
金
制
度
の
導
入
と
の
整
合
性
を
担
保
す
べ
き
こ
と
等
、
そ
の
見
直
し
の
必
要
性
が

言
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

最
近
、
通
産
省
の
委
託
調
査
研
究
と
し
て
行
わ
れ
た
、
連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所

『平
成
七
年
度
高
齢
者
の
雇
用
環
境
の
整
備
調
査

研
究
』
（平
成
八
年
二
月
、
以
下

『連
合
総
研
調
査
』
と
し
て
引
肛
く

は
、
退
職
金
制
度
の
動
向
に
つ
い
て
、
詳
細
な
調
査
検
討
を
実
施

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
実
態
と
し
て
退
職
金
の
算
定
方
法
は

「退
職
時
算
定
基
礎
給
×
勤
続
年
数
別

・
退
職
事
由
別
支
給
率
」

を
採
用
し
て
い
る
企
業
が
約
四
分
の
三
で
あ
り
、
勤
続
年
数
別
支
給
率
が

一
定
に
な
る
勤
続
年
数
に
は

「変
化
は
な
く
今
後
も
変
わ
ら
な

い
」
と
答
え
た
企
業
が
七
割
弱
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
退
職
金
制
度
が
な
お

一
般
的
な
形
態
と
し
て
存
続
し
て
い
く
こ
と
を
示
し

て
い
る
が
、
他
方
、
今
後
の
予
想
と
し
て
勤
続
年
数
別
の
退
職
金
支
給
額
の
カ
ー
ブ
が

「寝
て
い
く
」
と
す
る
企
業
は
二
七
上

％
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
「立
っ
て
い
く
」
と
す
る
企
業
は

一
一
・五
％
と
、
退
職
金
支
給
額
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
企
業
が
増
加
し
て
い
く
だ
ろ
う

こ
と
も
予
測
で
き
る
。

ま
た
、
『連
合
総
研
調
査
』
に
よ
る
と
、
企
業
が
考
え
る
退
職
金
制
度
に
対
す
る
見
方
と
将
来
像
に
つ
い
て
は
、
２

）
退
職
金
の
現
在

の
支
給
基
準
は
今
後
と
も
維
持
し
て
い
く
と
い
う
企
業
が
約
三
分
の
二
あ
る
反
面
、
三
一割
弱
の
企
業
で
は
退
職
金
支
給
額
の
抑
制
を
考
え
て

い
る
。
含
じ
現
在
の
支
給
水
準
を
維
持
す
る
と
い
う
企
業
で
も
、
約
六
割
の
企
業
は
、
今
後
は

「実
績

・
貢
献
度
重
視
」
、
「四
〇
歳
以
降

実
績

・
貢
献
度
に
よ
る
支
給
」
と
考
え
て
お
り
、
「退
職
後
の
生
活
保
障
機
能
」
を
重
視
す
る
企
業
で
も

「四
〇
歳
以
降
実
績

ｏ
貢
献
度
に

よ
る
支
給
」
が
望
ま
し
い
と
す
る
企
業
が
三
割
存
す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
退
職
者
の
実
績

・
貢
献
度
が
反
映
で
き
る
制
度
の
方
向

へ
の

変
更
が
予
想
さ
れ
る
。
會
し
退
職
金
は
退
職
時
に
支
払
う
こ
と
に
よ
り
従
業
員
の
定
着
と
仕
事
意
識
お
よ
び
会
社
帰
属
意
識
を
高
め
る
役
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割
を
発
揮
す
る
が
、
こ
う
し
た
機
能
を
今
後
も
維
持
し
た
い
と
す
る
企
業
が
七
割
強
占
め
る
な
ど
、
退
職
金
制
度
に
よ
る
従
業
員
の
定
着

と
モ
ラ
ー
ル
維
持
機
能
を
な
お
重
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（四
）
他
方
約
二
割
の
企
業
は
、
今
後
は
従
業
員
の
選

別
と
退
職
勧
奨
機
能
を
重
視
し
て
い
く
と
答
え
て
お
り
、
退
職
金
制
度
の
今
後
の
性
格
の

一
端
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
っ
）

さ
ら
に
、
『連
合
総
研
調
査
』
は
、
ま
た
労
働
者
の
意
識
調
査
も
実
施
し
て
い
る
が
、
会
社
が
退
職
金
決
定
に
お
い
て
重
視
し
て
い
る
要

素
と
し
て
ほ
ぼ
全
員
が

「勤
続
年
数
」
を
あ
げ
て
お
り
、
退
職
金
制
度
に
対
す
る
不
満
で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
が
、
「退
職
金
の
金
額
が

少
な
す
ぎ
る
」
で
六
三
・五
％
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
者
の
退
職
金
制
度
に
対
す
る
要
望
と
期
待
に
つ
い
て
、
『連
合
総
研
調
査
』
は
、

（
一
）
退
職
金
の
支
給
水
準
に
つ
い
て
は
、
「現
在
の
支
給
水
準
維
持
」
が
九
割
近
く
占
め
、
「退
職
後
の
生
活
保
障
機
能
重
視
」
お
よ
び

「年
齢

・
勤
続
に
応
じ
た
支
給
」
が
七
割
に
達
し
て
お
り
、
退
職
後
の
生
活
保
障
機
能
と
長
期
勤
続
の
功
労
報
償
機
能
を
な
お
期
待
し
て
い

る
と
い
え
る
が
、
「実
績

・
貢
献
度
重
視
」、
「四
〇
歳
以
降
実
績

・
貢
献
度
に
よ
る
支
給
」
に
期
待
す
る
者
も
約
四
分
の

一
お
り
、
と
く
に

若
年
層
の
支
持
が
多
い
こ
と
か
ら
、
実
績

・
貢
献
度
重
視
の
退
職
金
制
度
が
今
後
労
働
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
公
し

退
職
金
の
退
職
時
精
算
を
支
持
す
る
者
は
八
五
・八
％
と
多
い
。
Ｔ
し

退
職
金
制
度
の
役
割
と
い
う
点
で
は
、
「定
着
と
モ

ラ
ー
ル
維
持
機
能
重
視
」
の
六
〇
・四
％
に
対
し
て
、
「実
績
の
適
正
評
価
と
転
職
可
能
性
の
重
視
」
は
三
六
・五
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
前
者
に
対
す
る
支
持
が
依
然
と
し
て
高
い
も
の
の
、
労
働
者
の
年
齢
が
低
く
な
る
に
つ
れ
て
後
者

へ
の
支
持
が
増
加
し
て
い
る
点
を

見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
哺
）

以
上
の

『連
合
総
研
調
査
』
の
結
果
を
見
る
限
り
で
は
、
現
在
の
退
職
金
制
度
を
早
急
に
成
果
主
義
型
賃
金
制
度
と
連
動
す
る
よ
う
な

制
度
に
変
更
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
だ
企
業

・
労
働
者
の
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
感
が
な
く
も
な
い
。
し
か

し
同
時
に
、
将
来
退
職
金
の
支
給
を
受
け
る
若
年
労
働
者
の
意
識
に
お
い
て
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
素
地
も
見
て
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
新

た
な
退
職
金
制
度
の
導
入
を
要
請
す
る
原
因
、
と
り
わ
け
企
業
に
と
っ
て
退
職
金
の
原
資
と
い
う
点
か
ら
企
業
経
営
上
必
然
的
に
退
職
金



制
度
を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
強
い
力
が
働
く
限
り
、
退
職
金
制
度
の
変
更
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
場
合
に
は
、
一
部
の
企
業
で
試
行
さ
れ
始
め
た
退
職
金
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
と
い
う
方
向
も
あ
り
え
な
い
で
は
な
い
が
、
上

述
し
た
よ
う
な
現
在
の
企
業
お
よ
び
労
働
者
の
期
待

・
意
識
に
照
ら
し
て
、
労
働
者
の
実
績
や
能
力
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
、
勤
続
の

比
重
を
下
げ
る
よ
う
な
退
職
金
制
度
の
運
用
が
考
え
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
成
果
主
義
型
賃
金
制
度
の
中
核
と

も
い
う
べ
き
年
俸
制
の
導
入
に
よ
り
月
例
賃
金
が
前
年
を
下
回
っ
た
場
合
に
、
勤
続
が
長
く
て
も
退
職
金
額
が
減
少
す
る
可
能
性
が
こ
れ

ま
で
の
退
職
金
制
度
で
は
存
し
て
い
た
が
、
在
職
中
の
職
能
資
格
や
勤
続
年
数
を
ポ
イ
ン
ト
化
し
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
て
退
職
金
を
計
算

す
る

「職
能
資
格
ポ
イ
ン
ト
制
退
職
金
制
度
」
は
、
過
去
の
職
能
資
格
を
退
職
金
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
中
途
退
職
者

や
中
途
採
用
者
に
対
し
て
よ
り
有
利
な
退
職
金
制
度
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
時
代
に
即
応
す
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ

る
。
『連
合
総
研
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
ポ
イ
ン
ト
方
式
を
導
入
済
み
の
企
業
は
、
八
豊
一％
で
あ
る
が
、
退
職
金
制
度
面
の
予
定
変
更
項
目
で

は
、
ポ
イ
ン
ト
方
式
に
改
め
る
と
す
る
も
の
が

一
七
・八
％
と
最
も
高
い
数
値
を
示
し
て
お
り
、
退
職
金
制
度
の
今
後
の
変
更
の
方
向
と
し

て
、
職
能
資
格
ポ
イ
ン
ト
制
退
職
金
制
度
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
く
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
変
革
に
と
も
な
い
転
職
等
雇
用
の
流
動
化
も
激
し
く
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
化
で
は
、
企
業
に

在
籍
し
た
期
間
を
通
算
し
て
退
職
金

・
企
業
年
金
を
支
払
う

「ポ
ー
タ
ブ
ル
化
」
の
導
入
も
望
ま
れ
る
。
中
小
企
業
の
退
職
金

・
企
業
年

金
の
普
及
と
い
う
観
点
か
ら
、
労
働
省

「中
小
企
業
に
お
け
る
退
職
金

・
企
業
年
金
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
（
一
九
九
六
年
八
月
）

は
、
小
企
業
規
模
で
も
加
入
で
き
る
社
外
積
立
型
の
退
職
金

・
企
業
年
金
の
普
及
と
老
後
所
得
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
ポ
ー
タ
ビ
リ

テ
ィ
の
構
築
を
提
言
し
て
い
る
。
な
お
、
『連
合
総
研
調
査
』
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
企
業
の
八
〇
豊
一％
は
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
化
に
つ
い
て

「退
職

一
時
金

・
企
業
年
金
と
も
当
分
は
困
難
」
と
回
答
し
て
お
り
、
「退
職

一
時
金

・
企
業
年
金
と
も
通
算
化
を
実
施
す
る
」
と
答
え
た

企
業
は
五
上
一％
に
す
ぎ
ず
、
な
お
長
期
雇
用
制
度
と
退
職
金
制
度
が
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
今
後
は
、
退
職
金
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
、
職
能
資
格
ポ
イ
ン
ト
制
退
職
金
制
度
や
退
職
金
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
化
が
推
進

さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
企
業
に
お
い
て
新
た
な
退
職
金
制
度
の
導
入
が
必
然
化
の
契
機
を
は

ら
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
な
う
法
的
紛
争
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
ま
で
の
退
職
金
に
関
す
る

法
理
論
の
検
討
が
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〓
一　
最
近
の
退
職
金
を
め
ぐ
る
判
例
動
向

前
述
し
た
よ
う
な
新
た
な
退
職
金
制
度
の
導
入
は
、
は
た
し
て
法
的
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
検
討
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
退
職
金
に
関
す
る
法
理
論
の
検
証
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
新
た
な
退

職
金
制
度
の
性
格
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
か
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
退
職
金
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
の
検
討
に
際
し
て
は
、
実
際
の
退
職
金
の
運
用
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
考
察

す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
分
析
は
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
と
く
に
最
近
の
判
例
を
素
材
と
し
つ
つ
、
法
的
問
題
点
に
つ
い
て
類
型
化
し
て
こ
れ
ま
で
の
法
理
論
の
分
析
を
行
い
な
が
ら
、

と
く
に
新
た
な
退
職
金
制
度
の
導
入
を
想
定
し
て
法
的
評
価
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
つ
ぎ
の

一
覧
表
は
、
最
近

一
〇
年
余
の
裁
判

例
の

一
覧
表
で
あ
り
、
一
六
四
件
の
判
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
同

一
事
案
で
審
級
を
異
に
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
割
り

引
い
て
も
退
職
金
を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
は
案
外
に
多
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
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退職金規定の変更の効力

掲載誌

労判 451要 旨

労判 468要 旨

労判 467要 旨

労判 462

労判 462

労判 451
労判 457

労判 454要 旨

労判 451
判時 1158
労経速 1233
労判 456

労判 46・ 8

労判 459
労判 463
労経速 1242
労判 464要 旨

労判 465

労判 467
労判 471

労判 473

労判 472

労判 472
労判 490

労判 490

労判 473
労半1473

労判 481要 旨

労判 481
労判 483
労判 482

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

二
四
五

25

26

27

28

29

30

31



43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

東西エンジニア

リング事件

全国競走馬農業

協同組合事件

鳥取県教員事件

日本ピー・シー・エム。

システム事件

岡山県教員事件

厚生会理事長

遺族事件

沖縄県教員事件

東神倉庫事件

福井新聞社事件

公立学校共済

組合事件

清風会光ケ丘

病院事件

日新製鋼事件

三條食品事件

ミリカスポーツ

振興事件

世田谷区長事件

コンポイ・コンテナー,

トランスポート事件

日本花材事件

博多自動車事件

大曲市農協事件

東京電力社員遺族事件

第四銀行事件

アイ。エヌ・エー事件

岡山県教員事件

外務省職員事件

阪神高速道路公団事件

京都府退職金条例事件

光洋精工 (田 中)

事件

興亜開発事件

佐々木研究所事件

エスアンドジェイ

ハイストン事件

光洋精工(野中)

事件

三竹光学研究所事件

大丸鍍金事件

東京地判  昭61・ 9・ 29

東京地判  昭61・ 10・ 30

鳥取地判  昭61・ 12・ 4
東京地判  昭62・ 2・ 25

岡山地判  昭62・ 2・ 25

最三小判  昭62・ 3・ 3

福岡高那覇支判昭62・ 3・ 24

東京地判  昭62・ 4・ 17

福井地判  昭62・ 6・ 19

名古屋高金沢支判F昭 62・ 6・ 24

東京地判  昭62・ 8・ 28

大阪高判  昭62・ 9・ 29

山形地判  昭62・ 9・ 29

大阪地判  昭62・ H・ 17

東京地判  昭62・ H・ 24

東京地判  昭62・ 12・ 7

大阪地判  昭62・ 12・ 22

福岡地判  昭63・ 2・ 3

最三小判  昭63・ 2・ 16

東京地判  昭63・ 2・ 22

新潟地判  昭63・ 6・ 6

東京地判  昭63・ 7・ 19

広島高岡山支判 昭63・ 9。 22

東京地判  昭63・ 9。 29

大阪地判  昭63・ H。 2

京都地判  昭63・ H。 9

高松地判  昭63・ H・ 16

大阪地判  昭63・ H・ 30

東京地判  昭63・ 12・ 6

東京地判  昭63・ 12・ 9

大阪地判  平元・ 1・ 30

東京地判  平元 。3・ 24

大阪地判  平元 。3・ 28

退職金請求権

退職金請求権の放棄

退職手当と男女差別

取締役の退職金請求

割増退職金条例の効カ

死亡退職金と相続

退職金請求権と時効

取締役の退職慰労金

同業他社への就職と

退職金請求権

共済組合への退職金支払いと

借入金の控除

退職金請求権

退職金債権の相殺の同意

退職金請求権

退職金請求権

退職金支払いの適法性

退職金請求権

退職金の相殺

就業規則の退職金規定

就業規則の退職金規定の

不利益変更

死亡退職金

就業規則の退職金規定の

不利益変更

退職金請求権

割増退職金条例の効力

退職手当の算定基礎と

なる勤続年数

懲戒免職と退職金

退職手当条例と適法性

退職金支払いの時期

取締役の退職金請求

転籍と退職金差額請求

規定外退職金の請求

退職金条項の破棄

退職金請求権

退職金支払い猶予の

組合決議の効カ

労判491要旨

労経速 1282

労判 486
労判 497

労判 507
労判 507

贅判501
労判 496
労判 503

労判 505

労判 508要旨

労半1507
労判 511要旨

労判 511要旨

労半1507
労判 511要 旨

労判 509
労判 521要旨

労判 512

判夕 664
労判 519

労判 533要旨

労半1528
労半1526

労判 531要 旨

労判 542要 旨

労判 531

労判 532
労判 533要旨

労判 534

労判 533

労判 543要旨

労半1546要 旨
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退
職
金
を
め
ぐ
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的
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京都府退職金条例事件

朝日火災海上保険事件

外務省職員事件

中部日本広告社事件

三井生命保険事件

山口(角兵衛寿し)事件

昭和車輛事件

香港上海銀行事件

三ツ輪事件

ナカムラ事件

松本製作所事件

前田製作所事件

新東洋技術

コンサルタント事件

三和興業事件

柳沢診療所事件

日総リース他事件

丸松足立商店事件

山梨大学事件

朝日火災海上保険事件

広麺商事事件

関西給食事件

中部日本広告社事件

サンレイシッピング事件

アイ。ビー・アイ事件

国際教育振興会事件

日新製鋼事件

小川重機事件

塩釜缶詰事件

岡山電気軌道事件

クレジット債権

管理組合等事件

東京メデカル
・

サービス等事件

名古屋学院事件

山陽電気工事事件

日本パナユーズ事件

山梨大学事件

沖縄駐留軍従業員事件

日本プレジデント

クラブ事件

大阪高判  平元・ 4・ 28

福岡地小倉支判 平元・ 5・ 30

東京高判  平元・ 6・ 15

名古屋地判 平元・ 6・ 26

東京地判  平元 。7・ 20

大阪地判  平元 。8・ 22

東京地判  平元 。9。 2

最一小判  平元 。9。 7

大阪地判  平元・ 9・ 25

東京地判  平元 。10・ 20

大阪地判  平元・ H・ 21

東京地判  平元・‖・24

大阪地判  平元・ H・ 28

東京地判  平 2・ 1・ 26

東京地判  平 2・ 1・ 31

東京地判  平 2・ 2・ 23

大阪地判  平 2・ 3・ 14

東京地判  平 2・ 3・ 27

神戸伊丹支判 平 2・ 6・ 25

広島地判  平 2・ 7・ 27

大阪地判  平 2・ 8・ 8

名古屋高判 平 2・ 8・ 31

東京地判  平 2・ 9・ 17

東京地判  平 2・ 10・ 26

東京地判  平 2・ H・ 19

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

最二小判  平 2・

大阪地判  平 3・

仙台地判  平 3・

岡山地判  平 3・

福岡地判  平 3・

東京地判  平 3・

名古屋地判 平 3・

東京地判  平 3・

大阪地判  平 3・

東京地判  平 3・

那覇地沖縄支判 123・
東京地判  平 3・

1・ 26

・22

・22

・29

９７

９８

９９

‐００

‐０１

二
四
七

2・ 13

4・ 8

5 ・ 31

6・ H
8 ・27

9。 12

10・ 24

12・ 17

退職手当条例の適法性

退職金規定の不利益変更

退職手当の算定基礎

同業他社への就職と

退職金規定の解釈

死亡退職金と遺贈

退職金請求権

懲戒解雇と退職金請求

少数派組合の退職金協定の失効と

多数派組合の退職金協定の適用

退職金の算定基礎

退職金支払いの合意

退職金支払いの合意

退職金の分割払い

退職金請求

退職金支払い請求権

退職金支払いの慣行

会社都合退職と退職金

退職金規定

死亡退職金

退職金の算定基礎の不利益変更

に関する合意

退職金請求権の放棄

取締役の退職功労金

同業他社べの就職と

退職金規定の解釈

合意解約と退職金の支払い基準

退職事由と退職金の算定基準

退職金の算定基礎たる

基準労働時間

退職金債権と相殺

退職金の算定基礎

出向社員と退職金の請求先

退職金の算定基礎と在籍

専従休職期間

退職金規定の不利益変更と

退職事由

懲戒解雇と退職金請求権

退職一時金規定の廃止と

退職一時金請求権

懲戒解雇と退職金請求権

退職金請求権

死亡退職金

退職手当の算定基礎

退職金の算定基礎

労判 555要 旨

労判 545
労判 546
労判 553

労判 548要 旨

労判 546
労判 548
労判 546

労判 549
労判 556要 旨

労判 552
労判 556要 旨

労判 552

労判 556
労判 571要 旨

労判 558
労判 561
労判 597
労判 580

労判 599
労判 572
労判 569

労判 574
労判 574
労判 574

労判 584
労判 584
労半1604
労判 581

労半1582

労判 590

労判 592

労判 592
労判 601
労半1597
労判 599
労判 602



102

Ю3

104

105

106

107

108

109

110

116

‖7

118

119

120

130

131

132

133

134

135

136

137

朝日火災海上保険事件

浅野工事事件

山三織物事件

葛城酒類販売事件

アイ。エム・エス事件

須崎市長退職手当事件

インマヌエル事件

朝日火災海上保険事件

バンク・インド

スエズ事件

東京コムネット事件

シー・エー・

ビジョン事件

三和ホーム事件

アイエムエフ事件

大阪府教委 (東大阪市

公立学校教員)事件

日本情報企画事件

興栄社事件

アイ。ビイ。アイ事件

大和コンクリート

エ業事件

朝日火災海上保険事件

日本写真新聞社事件

空港環境整備協会事件

西部商事事件

関西外国語大学事件

アイ・ケイ・ピー事件

中部ロワイヤル事件

トヨタエ業事件

興栄社事件

医療法人社団

十全会事件

三貴等事件

大島波浮港自動車

教習所事件

トヨタエ業事件

タビックスジャバン事件

興栄社事件

イオナインター

ナショナル事件

黒川紀章建築都市

設計事務所事件

シーアールシー

総合研究所事件

大阪高判  平 3

東京高判  平 3

京都地判  平 4

大阪地判  平 4
東京地判  平 4
高知地判  平 4

東京地判  平 4
福岡高判  平 4
東京地判  平 5

東京地判  平 5

東京地判  平 5

東京地判  平 5

東京地判  平 5

大阪地判  平 5

東京地判  平 5

大分地判  平 5

東京地判  平 5

東京地判  平 5

最二小判  平 6

東京地判  平 6

東京地判  平 6

福岡地小倉支判 ■26

大阪地判  平 6

東京地判  平 6

名古屋地判 平 6

東京地判  平 6

福岡高判  平 6

東京地判  平 6

東京地判  平 6

東京地判  平 6

東京地判  平 6

東京地判  平 6

最一小判  平 7

東京地判  平 7

東京地判  平 7

名古屋地判 平 7

退職金の算定基礎の不利益変更に

関する合意

早期退職者優遇制度と退職金

退職慰労金請求権

取締役の退職金請求権

退職金債権と相殺

市長への退職手当返納請求

退職金請求権

退職金規定の不利益変更

indemnityと退職金請求権

移籍従業員の退職金算定

取締役の退職金請求

懲戒解雇と退職金請求権

退職金の算定

刑事罰と退職手当請求

取締役の退職金請求

取締役の退職金請求

出向社員の退職金負担条項

役員退職金請求権

退職金の算定基礎の不利益変更に

関する合意

退職金の分割払いの合意

退職金規定の不利益変更

就業避止義務違反と

退職金請求権

専任教員の退職金請求権

懲戒解雇と退職金請求権

外交員の退職慰労金の性格

退職金不支給事由の解釈

取締役の退職金請求

退職金の算定基礎

退職金の算定根拠規定

取締役の退職金

退職金不支給事由の解釈

取締役の退職慰労金

取締役の退職金請求

退職慰労金支給の合意

役員の退職金請求

勧奨退職と退職金割増請求

労判 648

労判 602
労判 617
労判 617
労判 610
労判 632
労判 621
労判 691
労半1636

労判 634
労判 637

労判 646
労判 638
労半1643

労判 643
労判 681
労判 647
労半1646

労判 648

労半1656
労判 656
労旬 1360

労判 654
労判 660
労判 680
労判 655
労判 681
労半1669

労半1669
労半1674

労判 665
労判 673
労判 681
労判 676

労経速 157

労半1682

。12・ 19

。 12・ 24

・ 2・ 27

・ 3・ 23

・ 3・ 30

・ 10・ 13

・ 10・ 30

・ 12・ 21

・ 3・ 19

・ 5。 14

・ 6・ 8

。7・ 12

・ 7・ 16

・ 9・ 3

・ 9,10
・ 9。 17

・ 11・ 26

。 11 ・30

・ 1・ 31

・ 3・ 15

。3・ 31

・ 4019

。10・ 2

・ 11・ 1

・ 11・ 1

・ 12・ 1

・ 2・ 9

・ 2・ 27

・ 2・ 28

・ 3・ 6
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３８

３９

４０

４‐

４２

４３

　

４４

４５

　

４６

　

４７

４８

　

４９

退
職
金
を
め
ぐ
る
法
的
問
題

三協事件

ハー ド産業事件

ザ・ネットワーク等事件

やまざき事件

幸田等事件

弁天堂事件

吉野事件

ザ・ヒルディング

アルファ事件

尾崎建築設計

事務所事件

日本電信電話事件

朝日火災海上保険

(差戻)事件

ベニス事件

東洋エステート事件

東京コンピュター

サービス事件

東京大林計器事件

旭商会事件

池本自動車商会事件

朝日火災海上保険事件

ジャパン・スイス・

カンパニー事件

東京ゼネラル事件

東映視覚事件

佐藤電業事件

長崎屋事件

なにわ事件

確々産業事件

大野シャーリング事件

リンク総研事件

平 7・ 307
平 7・ 3・ 29

平 7・ 5。 12

平 7・ 5・ 23

平 7・ 5。 26

平 7・ 5。 29

平 7・ 6・ 12

平 7・ 7・ 10

平 7・ 8・ 30

平 7・ 9・ 26

平 7・ 9028

平 7・ 9・ 29

平 7・ 10。 20

平 7・ 11021

平 7・ H。 27

平 7・ 12・ 12

平 802・ 26

平 8・ 3・ 26

平 8・ 3・ 26

平 8・ 4・ 26

平 8・ 4・ 26

平 8・ 4・ 26

平 8・ 5・ 29

平 8・ 6・ 14

平 8・ 7・ 16

平 8・ 7・ 18

平 8・ 8・ 30

退職金規定の不利益変更

退職金請求権

退職金を請求しない合意

退職金規定の不利益変更

退職慰労金の決定権限

パートタイマーの退職金

請求権の根拠規定

退職金の支給慣行

取締役の退職金請求

退職金の放棄

死亡退職金と遺贈

退職金の算定基礎の不利益変更

に関する合意

同業他社への就職と

退職金の減額

取締役の退職金

退職金請求権

死亡退職金

退職金請求権

取締役等の退職金請求

退職金規定の不利益変更

取締役の退職金請求

退職金請求権

死亡退職金

退職金請求

退職後の有利な退職金

規定の新設

退職金請求権

取締役の退職金請求

退職金請求権

退職金規定と異なる退職金

支払い

労判 679
労経速 1564
労判 686要旨

労判686要旨

労判 678
労経速 1576

労判 676
労判 689要旨

労判 694要旨

労判 690要旨

労判 683

労判 687

労判 693要旨

労判 687

労判 697要旨

労判 688
労判 699
労判 691
労判 693

労判 697
労判 703
労判 703
労判 702

労判 705要旨

労判 705要 旨

労経速 1607
労半1703

東京地判

大阪地判

東京地判

東京地判

東京地判

大阪地判

東京地判

東京地判

大阪地判

東京地判

大阪高判

東京地判

東京地判

東京地判

東京地判

東京地判

大阪地判

最三小判

東京地判

東京地判

青森地弘前支判

東京地判

前橋地桐生支判

大阪地判

東京地判

横浜地判

大阪地判

*労判 :「労働判例」(要旨はダイジェストで掲載)労旬 :「労働法律旬報」

労経速 :「労働判例経済速報」 判夕 :「判例タイムズ」

二
四
九
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右
に
見
る
よ
う
に
、
退
職
金
を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
の
争
点
を
分
類
し
て
み
る
と
、
「退
職
金
の
請
求
権
」
や

「算
定
」

で
あ
る
が
、
従
来
、
法
的
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た

「懲
戒
解
雇
と
退
職
金
」
に
関
し
て
は
、
［１
］
［２４
］
［５６
］

［‐‐３
］
［‐２５
］
等
と
や
は
り

一
定
の
件
数
が
あ
り
、
「退
職
金
と
相
殺
」
に
つ
い
て
も
、
［９
］
［１５
］
［２６
］
［４３
］
［４８
］

出
さ
れ
て
い
る
。

二
五
〇

つ
ぎ
に
、
「退
職
金
規
定
の
不
利
益
変
更
」
に
関
し
て
は
、
［２８
］
［５０
］
［５２
］
［６６
ヽ

‐０９
ヽ

‐５５
］
［８３
ヽ

‐０２
ヽ

‐２０
、

‐４８
］
［９４
］
［‐２２
］

［‐３８
］
［‐４‐
］
等
が
出
さ
れ
て
お
り
、
退
職
金
制
度
の
変
更
に
よ
っ
て
す
で
に
企
業
で
は
摩
擦
を
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「死
亡
退
職
金
」
に
関
し
て
は
、
［２
］
［３７
］
［５‐
］
［６９
］
［８２
ヽ
９９
］
［‐４７
］
［‐５２
］
［‐５８
］
等
が
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

「取
締
役
の
退
職
金
」
は
、
［８
］
［３５
］
［３９
］
［５９
］
［８５
］
［‐０５
］
［‐‐２
］
［‐‐６
］
［‐‐７
ヽ

‐２８
ヽ

‐３４
］
［‐‐９
］
［‐３‐
］
［‐３３
］
［‐３６
］
［‐４５
］
［‐５０
］

［‐５４
］
［‐５６
］
［‐６２
］
等
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
種
の
紛
争
類
型
は
最
近
と
く
に
多
い
も
の
と
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
「同
業
他
社

へ
の
就
職
と
退
職
金
」
は
、
［４０
］
［６８
ヽ

８６
］
［‐２３
］
［‐４９
］
等
あ
り
、
「転
籍

・
出
向
と
退
職
金
」
に
関
す
る
も
の

が

［６０
］
［９２
］
［Ⅲ
］
［１１８
］
等
あ
り
、
こ
れ
ら
の
判
例
は
新
た
な
退
職
金
制
度
の
運
用
の
う
え
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四
　
退
職
金
の
性
格

退
職
金
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
長
期
勤
続
に
関
す
る
功
労
報
償
で
あ
る
と
理
解
す
る
考
え
方
、
在
職
期
間
中
の
賃
金
が
本
来
支
払
わ
れ

る
べ
き
額
よ
り
低
い
こ
と
か
ら
退
職
金
は
賃
金
の
後
払
い
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
、
退
職
金
は
退
職
後
の
生
活
保
障
と
し
て
の
機
能
を
営

む
と
い
う
考
え
方
が
並
立
す
る

一
方
、
そ
の
い
ず
れ
の
性
格
を
も
併
せ
持
つ
と
い
う
理
解
も
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
退
職
金
に
つ
い
て
賃
金
の
性
格
が
認
め
ら
れ
得
る
た
め
に
は
、
労
基
法

一
一
条

「
こ
の
法
律
で
賃
金
と
は
、
賃
金
、
給
料
、

が
多
い
の
は
当
然

［７‐
］
［９５
］
［９７
］

［９０
］
［‐０６
］
等
が



手
当
、
賞
与
そ
の
他
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、
労
働
の
対
償
と
し
て
使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
う
す
べ
て
の
も
の
を
い
う
」
に
、
退
職
金

が
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
「労
働
協
約
、
就
業
規
則
、
労
働
契
約
等
に
よ
っ
て
予
め
支
給
条
件
の
明
確

な
も
の
」
は
賃
金
と
し
て
認
め
ら
れ
る

（昭
三
二
・九
二

〓
一発
基

一
七
号
）
。

最
高
裁
も
退
職
金
に
つ
い
て
は
そ
の
賃
金
性
を
肯
定
す
る
が
、
退
職
金
の
性
格
に
つ
い
て

「功
労
報
償
的
な
性
格
を
併
せ
有
す
る
こ
と

に
か
ん
が
み
れ
ば
」
會
一晃
社
事
件
＝
最
三
小
判
昭
五
二
ｏ八
ｏ九
、
労
働
法
律
旬
報
九
二
九
号
五

一
頁
）
と
す
る
も
の
と
、
「退
職
手
当
規

程
等
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
退
職
金
の
支
給
条
件
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
労
働
者
は
、
そ
の
退
職
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ

め
定
め
ら
れ
た
支
給
条
件
に
従
っ
て
算
出
さ
れ
る
金
額
の
退
職
金
請
求
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
退
職
金
が
そ
れ
ま
で
の
労
働

の
対
償
で
あ
る
賃
金
の
後
払
的
な
性
格
を
も
有
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
」
∩
‐５５
］
朝
日
火
災
海
上
事
件
二

一
頁
）
と
す
る
考
え
方
の
相

違
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「労
働
の
対
償
性
」
理
解
の
観
点
か
ら
、
退
職
金
の
性
格
が

一
定
年
数
の
勤
続
＝
労
務
の
提
供
の
質
と
量
に
対

応
す
る
労
務
対
価
性
を
持
ち
、
労
働
の
意
思
と
能
力
を
持
つ
労
働
者
を
強
制
的
に
解
雇
す
る
こ
と
に
対
す
る
補
償
と
し
て
の
解
雇
手
当
た

る
性
格
を
有
す
る
反
面
、
退
職
金
が
労
働
者
の
退
職
後
の
生
活
費
と
し
て
生
涯
賃
金
の

一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
性
格
づ
け
、
そ
の
こ
と

か
ら
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
た
継
続
的
労
働
関
係
の
な
か
で
み
る
か
ぎ
り
、
退
職
金
は
日
々
な
い
し
月
々
の
労
務
の
提
供
を
中
核
と
し

（‐３
）

て
展
開
さ
れ
て
き
た

一
定
の
勤
続
年
数
に
対
応
す
る

「労
働
の
対
償
」
た
る
性
格
を
有
す
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
退
職
金
の
功
労
報
償
的
性
格
は
、
勤
続
に
よ
り
支
給
基
準
が
異
な
る
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
た
り
、
懲

戒
解
雇
な
ど
解
雇
事
由
に
退
職
金
支
給
が
連
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
か
ら
、
肯
定
さ
れ
て
き
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を

退
職
金
制
度
に
取
り
込
む
こ
と
こ
そ
が
、
退
職
金
の

「本
来
」
有
し
て
い
る
功
労
報
償
的
性
格
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解

が

一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
か
ら
、
退
職
金
に
は
功
労
報
償

的
性
格
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
、
説
明
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
勤
続
年
数
を
支
給
係
数
に
関
与

退
職
金
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一五

一
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一
一五
二

さ
せ
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
功
労
報
償
と
結
び

つ
け
る
べ
き
性
格
と
も
い
え
な
い
こ
と
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
退
職
金
に
対
し
て
功
労
報
償

的
性
格
を
法
的
判
断
に
無
媒
介
に
持
ち
込
む
こ
と
に
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
ろ
う
。
他
方
、
「労
働
の
対
償
」

性
を
終
身
雇
用
か
ら
引
き

出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
新
た
な
退
職
金
制
度
の
導
入
が
実
績
や
能
力
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
今
後
の
退
職
金
の
法
的
性
格
の
説
明
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
と
な
ら
ぎ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
退
職
金
の

法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
退
職
金
規
程
の
趣
旨
に
即
し
て
そ
れ
ぞ
れ
理
解
せ
ぎ
る
を
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。
　

（未
完
）

（１
）
賃
金
処
遇
制
度
の
最
近
の
動
向
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
賃
金
処
遇
研
究
会
の

「賃
金
処
遇
制
度
の
動
向
と
理
論
的
課
題
特
集
」
（労
働
法
律
旬
報

一
三
九

一

号
、
三
二
九
二
号
）
の
各
論
稿
参
照
。

（２
）
年
功
賃
金
制
度
の
も
と
で
、
労
働
者
が
い
わ
ば
若
年
時
代
に
職
業
能
力
に
比
較
し
て
あ
ま
り
に
も
安
い
賃
金
で
労
働
す
る
こ
と
を
受
容
し
て
き
た
の
は
、
年

功
賃
金
カ
ー
プ
が
上
昇
し
さ
ら
に
定
年
退
職
の
場
合
の
退
職
金
ま
で
を
含
め
て
生
涯
賃
金
と
し
て
納
得
し
て
き
た
も
の
と
理
解
で
き
る
が
、　
こ
の
よ
う
な
意
識
の

も
と
で
働
い
て
き
た
労
働
者
層
に
対
し
て
、
叙
述
の
よ
う
な
新
た
な
退
職
金
制
度
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
自
ず
か
ら
慎
重
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え

る
。

（３
）
山
崎
清

『
日
本
の
退
職
金
制
度
』
（昭
和
六
三
年

一
二
月
、
日
本
労
働
協
会
）

一
五
頁
以
下
．

（４
）
日
経
連

「電
産
退
職
金
問
題
に
関
す
る
意
見
」
（昭
和
二
四
年
六
月
）
等
．

（５
）
山
崎
清
前
掲
書
五
〇
頁
以
下
。

（６
）
山
崎
清
前
掲
書
八
〇
頁
。

（７
）
中
央
労
働
委
員
会
事
務
局

『退
職
金
、
年
金
及
び
定
年
制
事
情
調
査
―
平
成
八
年
版
―
』
（労
委
協
会
、
平
成
八
年
二
月
）
。

（８
）
調
査
時
点

一
九
九
五
年

一
一
月
～

一
二
月
、
調
査
対
象
企
業
二
六
九
社
で
あ
る
。



（９
）
七
九
頁
。

（１０
）
調
査
対
象
者

一
〇
六
二
人
で
あ
る
。

（Ｈ
）

一
三

一
頁
。

（‐２
）
伊
予
相
互
金
融
事
件

（最
三
小
判
昭
四
三
・五
二
一八
、
判
例
時
報
五

一
九
号
八
九
頁
）
等
。

（‐３
）
石
橋
洋

「退
職
金
の
法
的
性
格
と
不
利
益
変
更
」
『青
木
宗
也
先
生
還
暦
記
念
論
文
集

。
労
働
基
準
法
の
課
題
』
（昭
和
五
九
年
二
月
、
日
本
評
論
社
、
〓
三

七

頁
以
下
）
、
石
橋
洋

「退
職
金
の
法
的
性
格
と
支
給
条
件
の
有
効
性
」
労
働
法
律
旬
報

一
一
四

一
号
三
七
頁
以
下
。

退
職
金
を
め
ぐ
る
法
的
問
題

二
五
三




